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（ ）

○琴浦町社会福祉協議会の活動のうち、補助金交付要綱に定める事業に対し、予算の範囲内で

補助金を交付します。

（1）人件費　 　 地域福祉事業に係る職員の人件費を補助

（2）施設管理費　 社会福祉センターの管理、運営に係る費用の2/3

 (3) ふれあいのまちづくり事業　　

　　心配ごと相談に係る相談員研修費、費用弁償及び法律相談に係る司法書司の費用弁償

（4）さわやか福祉基金事業 

　　さわやか給食事業費から事業収入及び県社協補助金を控除した額の1/2

琴浦町社会福祉協議会補助金交付事業　

　人件費補助金　12,172千円

　福祉センター管理費補助金　4,250千円

　ふれあいのまちづくり事業補助金　84千円

　さわやか福祉基金補助金　250千円

うち基金 千円 千円

うち地方債 千円 千円

千円 千円

千円 千円

19,656 千円 18,708 千円

千円

千円

21,000 千円 23,277 千円

19,656 千円 18,708 千円 21,000 千円 23,277 千円

国県支出金の内容

130

その他特財
0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他特財の内容

千円 0.3 人 1,952 千円 0.3

財源

内訳

国県支出金
130 千円 0 千円 千円 130

町の負担額

財源合計 19,786 千円 18,708 千円 21,130 千円 23,407

うち税負担

0.3 人 千円 0.3 人 1,952

千円

総事業費 19,786 千円 18,708 千円 21,130 千円 23,407 千円

人件費合計 0.3 人 1,952 千円 0.3 人 1,952

千円 1,952 千円 0.3 人 1,952 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算見込） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計 17,834 千円 16,756 千円 19,178 千円 21,455 千円

事業費内訳
（2018年度分）

人
件
費

担当正職員

人 1,952

0.3 人 1,952

○地域福祉施策推進のため、公益性の高い社会福祉法人へ補助金交付による財政支援を行い、町
民に対する福祉サービスの質を確保
○第3期琴浦町地域福祉計画及び第2期琴浦町地域福祉活動計画（H29.3策定）の実践

目　的
（何をどうしたいのか）

琴浦町社会福祉協議会の運営の円滑化に資し、地域福祉の向上を図るため。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

琴浦町社会福祉協議会
対象者数（全住民に対する割合）

4,887 世帯 88.01 ％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

関連事業
（同一目的事業等）

介護予防事業、介護ボランティア事業（町すこやか健康課より委託）
多機関の協働による包括的支援体制構築事業（町福祉あんしん課より委託）

事業内容

事業シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉協議会運営費補助 事業開始年度 平成16年度

上位施策事業名 【総合計画】基本テーマ４　誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり 担当課 福祉あんしん課

根拠法令等 琴浦町社会福祉協議会補助金交付要綱 係名 生活支援係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 清水知加子

実施の背景

事業番号5 ２０１９年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉協議会運営費補助 事業開始年度 平成16年度

事業番号5 ２０１９年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

○平成30年度　近隣各社会福祉協議会
　　　　 　〈町補助金〉　　〈内　　　訳〉
　北栄町　　14,992千円　人件費、マイクロバス運営費、配食サービス、ボランティアポイント事業
　湯梨浜町　20,356千円　人件費、配食サービス、乗り合いバス事業

特記事項

○毎年度、法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認します。

/ / /

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

【今後の事業の方向性】
○社会福祉協議会は地域福祉の中核的役割を担うことが求められており、琴浦町においても行政と両輪を
なすものです。民間の独立した法人として自主的に経営基盤の強化を図り、福祉サービスの質の向上に努
めてもらう必要はありますが、その公共性・公益性をふまえ、住民サービスの質を確保するため社会福祉
協議会に対して一定の公費補助は必要と考えています。

【課題】
○事業内容については、行政や民間では行えない事業を社会福祉法人として担っている側面があります。
収支のみで判断はできませんが、効率よく業務展開するための工夫・見直しは常に必要です。
○町として指導監査を実施し、法人として事業経営の透明性と一定の経営基盤が確保されているかを確認
し必要な助言指導をしていきます。
○地域住民とのネットワークを持つ社会福祉協議会との連携を今後さらに強めていきます。

/ / /

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

自治会等を通じて集められている町民からの会費は、社会福祉協議会に対する理解そして信頼の結果と考
え、一般会員（1世帯1,000円）の加入率を成果指標とします
また、地域共生社会の実現を目指す中、地域での「自助」「共助」「公助」が連携してさまざまな課題解
決に向かう仕組みづくりが求められており「防災福祉マップ作成集落数」を成果指標とします。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

防災福祉マップ作成集落数 件 14 /　－ 13 /　－ 11 /　－

5,461/　－ 5,422/　－ 6,078/　－

一般会員加入率 ％ 88.0/　－ 86.0/　－ 88.2/　－

単位当たりコスト 補助金交付額 ／ 補助対象職員 千円 17,755/11 20,178/10 22,454/9

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

福祉座談会開催件数 回 5　/　－ 5 /　－ 4 /　－

ボランティア登録数 人 66/　－ 55/　－ 55/　－

心配ごと相談・法律相談件数 件 51/　－ 52/　－ 73/　－

さわやか給食配食数 食

/ / /
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その他（障がい福祉事業、共同募金、会費等）

特記事項

社会福祉センター等減価償却費　20,829千円
積立金残金　139,116千円

財務諸表URL

千円

総計 235,174 千円 総計 230,617 千円

128,308 千円

団体全体の
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金

補助金 13,781 千円 その他（助成金・負担金等） 33,925 千円

町からの財政支出金

収支差 4,557 千円

千円

千円

80,546 千円 千円

10,505 千円 積立金取崩額 -19,362

千円 人件費 162,884

受託金

介護保険事業費

県からの財政支出金 2,034 千円 管理費 9,321 千円

出資比率 ％ 職員 17 39

役員 12 1 2

事業費 43,849 千円

16,756 千円 ふれあいのまちづくり事業 97 千円

社会福祉センター補助金

ふれあいのまちづくり事業補助金

団体概要

■設立登記年月日　平成16年9月1日
■財源
　①会費（一般会員：１世帯1,000円、特別賛助会員：1口2,000円）　②寄付金　③共同募金配分金　④補助金・受託金
　（琴浦町・鳥取県社会福祉協議会）　⑤介護報酬　⑥利用料等収入
■事業内容
　①地域福祉に係る事業　②介護保険事業　③介護予防委託事業　④障がい者自立支援事業　⑤地域生活支援事業
　資料２参照

資本金 2,000 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 4,950 千円

589

千円

84 千円 千円

4,250 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 社会福祉協議会運営費補助 事業開始年度 平成16年度

団体名 社会福祉法人　琴浦町社会福祉協議会

千円

県からの財政支出金 千円 社会福祉センター管理費 14,429 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

「琴浦町社会福祉協議会補助金交付要綱」第2条　別表（第3条関係）
（１）人件費
（２）社会福祉センター管理費
（３）ふれあいのまちづくり事業
（４）さわやか福祉基金事業

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金

千円

総計 39,572

自主財源 千円22,816

千円

千円

町からの財政支出金

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

千円

千円 総計 39,572 千円

250 千円さわやか福祉基金事業補助金

人件費 24,457

人件費補助金 12,172 千円 さわやか福祉基金

事業番号5 2019年度
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(平成30年度）

(1) 会員を募集、理事会、評議員会等を開催

(2) 社協だよりの発行、ケーブルテレビ、ホームページの運用

(3) 福祉資金貨付事業、生活福祉資金貨付事業

a ボランティアセンター事業 ボランティア登録、推進委員会の開催、活動の募集

b 福祉委員の設置 地域の困りごと解決のため、社協や役場に連絡相談をする

c 愛の輪協力員の設置 独居高齢者等に対して日常生活の見守り活動を行う

d 福祉座談会の実施
社協職員が集落へ出向き、福祉課題等について意見交換す
る場

e わが町支え愛活動推進事業
「災害福祉マップ」を作成し、安心して暮らせる地域づくりを
支援する

f 地域支え合い活動支援金支給事業
独居高齢者等の除雪等の支援を行った集落に支援金を支
給する

g 琴浦町福祉大会 平成３１年３月１０日　１６５人参画

h 福祉委員・愛の輪協力員研修会 年２回

i 夏休みボランティア活動体験事業
小学５年生以上を対象に介護施設等でボランティア活動の
体験

j ふれあいいきいきサロンの実施
小地域において会食等を通じ住民主導型で仲間作りを支援
する

k 総合相談所の設置 心配ごと相談、法律相談の実施

l 福祉団体助成事業 ７団体

m ボランティア団体助成事業 １０団体

a さわやか福祉給食の実施 独居高齢者等に調理・配送のふれあい型給食活動を行う

b ボランティアスクールの開催
ボランティア活動に対する理解、関心を高めるための活動を
行う

(6)
高齢者や障がいのある方を対象に、預貯金の出し入れ、福
祉サービスの利用援助、書類の預り等を行う

(7)
認知症、障がいのある方に、生活上の法律行為と身上監
護、財産管理を行う

(8)
生活困窮者へ食材や食品を提供し、生活の一助として自立
を支援する

(9)
「ことうらあんしん相談支援センター」を配置し、複合的な課
題を抱える者等に対して、総合的な相談支援を行う

福祉あんしん課委託

(10)
立石会、赤碕福祉会と協力して、食事支援や居場所づくりを
提供、生計困難者へ現物給付により生活再建の支援を行う

(11)
高齢者の生きがいづくりの一環として各種教室の活動を支
援する

(12) 福祉教育　１園、小中学校７

(13) カレンダー配布、商品券

(14)
町内外の各種会合、趣味活動の場に福祉センターを提供す
る

(15) 新生児誕生のお祝いと子育て支援を目的に紙おむつを贈呈

(16) 弔花の敬供、祭壇の貸出

(17) イベント用器具、レクリエーション用具、福祉用具の貸出

誕生祝い贈呈事業

慰霊事業

貸出事業

多機関の協働による包括的支援体制構
築事業

えんくるり事業（こども食堂）

ふれあいと生きがい創造事業

共同募金配分金事業

歳末たすけあい運動の実施

福祉センターの運営

地域福祉推進事業

(5)

さわやか福祉基金事業

日常生活自立支援事業

成年後見事業

フードサポート事業

琴浦町社会福祉協議会事業内容

サービス区分 実施状況 事業内容 備考

１
 

地
域
福
祉
に
係
る
事
業

法人運営事業

広報活動

資金貸付事業

(4)

資料2
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サービス区分 実施状況 事業内容 備考

(1)
介護認定を受けた方が適切な介護サービスを利用するため
ケアプラン等の管理を行う

(2)
利用者の自立と、介護者の負担軽減を目的に入浴、給食、
生活指導などのサービスを提供する

(3)
事業廃止
(H31.3.31)

家事援助、身体介護、通院等乗降介助の必要な方に対して
支援を行う

(1)
毎週1回、物忘れ予防、レクリエーション活動、転倒予防活動
を提供する

(2)
４０歳以上の町民が介護施設等でボランティア活動を行い、
付与されたポイントに応じて商品券を受け取る事業

(3)
事業廃止
(H31.3.31)

生活指導員が訪問し、家事援助や話し相手をしながら日常
生活に関する支援、指導等を行なう

(4)
事業廃止
(H31.3.31)

一般交通機関の利用困難な高齢者に対し医療機関等への
送迎支援を行う

(1)
常に介護が必要な障がいのある人に入浴・排せつ・食事の
介護や機能訓練等を通して自立支援を行う

(2)
一般企業での就労が困難な障害のある人に、働く場の提
供、就労に必要な知識及び能力向上のための支援を行う

(3) 事業休止
心身の発達に障害のある小学生から高校生までを対象に、
平日の授業終了後又は学校の休業日にデイサービスを行う

(4)
事業廃止
(H31.3.31)

自立支援給付の決定を受けた方に、自立促進及び生活の
質の向上を図ることを目的に在宅生活を支援する

(1)
障害のある人、その家族の相談やサービス計画の作成、関
係機関との連携を図り、在宅生活の支援を行う

(2)
障がい者等の日中活動の場を提供し、家族の就労支援及び
一時的な休息を図るための支援を行う

４
障
が
い
者
自
立
支
援

事
業

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型事業

放課後等デイサービス（新規）

障がい者居宅介護事業

５
地
域
生
活
支

援
事
業

相談支援事業

日中一時支援事業

３
介
護
予
防

委
託
事
業

介護予防事業はればれ

すこやか健康課委託

介護ボランティア事業

生活管理指導員派遣事業

外出支援サービス事業

２
介
護
保
険

事
業

居宅介護支援事業

通所介護事業

訪問介護事業
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【
総
務
係
】

理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
関
す
る
事
項
、
定
款
、
就
業
規
則
等
諸
規
則
及
び
諸
規
程
に
関
す
る
事
項
、
予
算
・
決
算
及
び
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
、
人
事
に
関
す
る
事
項
、
財
産
の
管
理
に
関
す
る
事
項
、
経
理
及
び
金
銭
の

出
納
保
管
に
関
す
る
事
項
、
職
員
の
服
務
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
、
給
与
及
び
旅
費
の
計
算
に
関
す
る
事
項
、
法
人
登
記
及
び
資
産
登
記
に
関
す
る
事
項
、
セ
ン
タ
ー
管
理
に
関
す
る
事
項
　
ほ
か

【
地
域
福
祉
推
進
室
】

地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
事
項
、
地
域
福
祉
活
動
計
画
の
策
定
及
び
実
行
促
進
に
関
す
る
事
項
、
会
員
及
び
会
費
に
関
す
る
事
項
、
総
合
相
談
に
関
す
る
事
項
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
事
項
、
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き

サ
ロ
ン
に
関
す
る
事
項
、
共
同
募
金
に
関
す
る
事
項
、
寄
付
金
に
関
す
る
事
項
、
多
機
関
協
働
事
業
に
関
す
る
事
項
、
資
金
貸
付
に
関
す
る
事
項
、
さ
わ
や
か
福
祉
給
食
に
関
す
る
事
項
、
広
報
に
関
す
る
事
項
、
支
え
愛
マ
ッ
プ

推
進
事
業
に
関
す
る
事
項
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
に
関
す
る
事
項
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
）
、
成
年
後
見
事
業
に
関
す
る
事
項
、
え
ん
く
る
り
事
業
（
相
談
・
こ
ど
も
食
堂
）
に
関
す
る
事
項
、
フ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
事
業
に

関
す
る
事
項
、
福
祉
団
体
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
事
務
に
関
す
る
事
項
　
福
祉
教
育
事
業
に
関
す
る
事
項
　
ほ
か

【
通
所
・
居
宅
係
】

介
護
保
険
通
所
介
護
事
業
に
関
す
る
事
項
、
介
護
保
険
居
宅
介
護
支
援
事
業
に
関
す
る
事
項
、
介
護
予
防
事
業
に
関
す
る
事
項
　
ほ
か

【
生
活
介
護
・
就
労
支
援
・
相
談
支
援
・
日
中
一
時
支
援
係
】

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
生
活
介
護
に
関
す
る
事
項
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
就
労
支
援
に
関
す
る
事
項
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
相
談
支
援
に
関
す
る
事
項
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
日
中
一
時
事
業
に
関
す
る
事
項
　
ほ
か

総
務
課
長
兼

在
宅
福
祉
課
長

1
　
名

通
所
係

1
8
名

社
会
福
祉
法
人
琴
浦
町
社
会
福
祉
協
議
会
機
構
図

令
和
元
年
9
月
１
日
現
在
　
　

理
事
会

会
　
長
　
　
1
名

副
会
長
　
1
名

理
　
事
　
1
0
名

（
執
行
機
関
）

事
務
局

事
務
局
長
兼

障
が
い
福
祉
課
長

　
1
名

日
中
一
時
係

5
名

相
談
支
援
係

1
名

居
宅
係

2
名

監
事
2
名

（
監
査
機
関
）

就
労
支
援
係

7
名

常
勤
　
　
6
名

（
内
非
正
規
　
3

名
）

パ
ー
ト
　
1
名

常
勤
　
　
5
名

（
内
非
正
規
　
3

名
）

パ
ー
ト
　
2
名

常
勤
　
　
2
名

（
内
1
名
兼
務
）

常
勤
　
3
名
（
兼
務
）

パ
ー
ト
2
名

（
内
1
名
兼
務
）

評
議
員
会

1
3
名

（
議
決
機
関
）

生
活
介
護
係

7
名

総
務
係

3
名

地
域
福
祉
推
進
室

6
名

常
勤
　
　
2
名

パ
ー
ト
　
1
名

常
勤
　
　
6
名

（
内
非
正
規
　
4
名
）

常
勤
　
　
9
名

（
内
非
正
規
　
5
名
）

パ
ー
ト
　
9
名

常
勤
　
　
2
名

（
内
非
正
規
　
1
名
）

資料3
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令和元年度 琴浦町事業レビュー 
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 シルバー人材センター運営補助金 事業開始年度 H12

上位施策事業名
平成１２年６月１２日付け労働省発職第１２４－２号労働
事務次官通知別紙「高齢者就業機会確保事業（シルバー人
材センター事業）実施要領」

担当課 すこやか健康課

根拠法令等 琴浦町シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱 係名 高齢福祉係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 宇山　善寿

実施の背景
少子高齢化が進む中、働く意欲のある高齢者が活躍することができる生涯現役社会を実現するため、地
域に密着した就業機会を提供し、高齢者の生きがいの充実、社会参加を促進するため旧東伯・赤碕両
町で補助事業が開始されました。

目　的
（何をどうしたいのか）

シルバー人材センターが高齢者の就業機会の増大と福祉の増進に資するとともに、高齢者の能
力を活かした活力のある地域社会を作ることを目的とし補助金を交付する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

シルバー人材センターの運営費（人件費・管理費等）に対し
補助金を交付し、会員の就業機会を図る。

対象者数（全住民に対する割合）

149 人 0.86 ％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接〕（補助先：シルバー人材センター　実施主体：シルバー人材センター）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

関連事業
（同一目的事業等）

事業内容
○　高齢者の就業機会を図るため、シルバー人材センターの運営費として、人件費・管理費等
に国と同額の補助金を交付しています。
　算定方法：人件費・管理費等の実支出額に２分の１を乗じて得た額と、国の定める限度額と
を比較して少ない方の額の合計額と町の限度額とを比較して少ない方の額を交付する。
人件費：職員基本給、社会保険料、法定福利費等
管理費等：需用費、役務費、旅費、備品費、賃金等
サポート費（就業機会を開拓し、高齢者へ提供する為の事業費）：諸謝金、需用費

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算見込） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計 5,100 千円 5,300 千円 5,300 千円 5,350 千円

事業費内訳
（2018年度分）

人件費　　　7,369千円÷2＝3,684千円　国限度額　4,300千円　3,684千円①
管理費　　　3,689千円÷2＝1,844千円　国限度額　1,439千円　1,439千円②
サポート費  　985千円÷2＝  492千円　国限度額　8,000千円　　492千円③
①+②+③＝5,615千円　国限度額 5,739千円 町限度額　5,300千円　5,300千円交付

人
件
費

担当正職員

人 65

0.01 人 65 千円 65 千円 0.01 人 65 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

0.01 人 千円 0.01 人 65

千円

総事業費 5,165 千円 5,365 千円 5,365 千円 5,415 千円

人件費合計 0.01 人 65 千円 0.01 人 65 千円 0.01 人 65 千円 0.01

財源

内訳

国県支出金
0 千円 0 千円 千円 0

町の負担額

財源合計 5,165 千円 5,365 千円 5,365 千円 5,415

千円

国県支出金の内容

0

その他特財
0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他特財の内容

千円

5,365 千円 5,415 千円

千円 千円 千円 千円うち税負担

うち基金 千円 千円

うち地方債 千円 千円

千円 千円

千円 千円

5,165 千円 5,365 千円

事業番号6 ２０１９年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 シルバー人材センター運営補助金 事業開始年度 H12

事業番号6 ２０１９年度

会員数 人 149/170 152/170 165/175

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

補助金額 千円 5,300 5,300 5,350

会員数 人 149/170 152/170 165/175

就業日数 日 9067 8676 8532

単位当たりコスト 補助金額 ／ 会員数 円/人 35,570 34,868 32,424

2016年度

労働者派遣事業等受託収益 千円 368/300 305/180 235/60

/ / /

受託事業収益 千円 40,927/42,450 41,510/44,680 38,301/43,750

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

倉吉市　9,280千円　312人、北栄町　4,500千円、169人、湯梨浜町　4,000千円、133人、三朝町　補助な
し。

特記事項

/ / /

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

平成３０年度受託事業等41,295千円（内町受託事業10,115千円）。
　シルバー人材センターの収益は配分金（請負費）の１割程度しか受取事務費がないため、人件費及び必
要経費の大半を町及び国の補助金で賄っています。
　また配分金（請負費）は全て会員へ支払われるため営利活動利益はほとんどありません。
　今後も高齢者の就業機会の確保の為、引き続き補助事業を継続していく必要があると思われます。
　
　シルバーの事業は、草刈・除草・清掃・剪定・農作業の需要が85％を占めているが、夏場の需要が多く
対応に苦慮されています。
　また選定作業に関しては専門の技術が必要なことから人材に限りがあり、断わるケースもあるようで
す。
　民間企業も人材不足から定年後の再雇用が増えており、冬場に仕事が少なくなるシルバー事業は人材確
保に窮している現状があります。さらに会員が減少傾向にあり、いっそうの会員確保に努める必要があり
ます。
　
　今年度から開始した町の受託事業である家事援助は、独居高齢者の増加に伴い需要が増しているにもか
かわらず、対応できる会員が少なく、今後は家事援助ができる人材確保は急務となっています。

/ / /

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の就業機会の確保と健康増進を図り
社会貢献を促進する目的の事業であることから、その就労者である会員数及び事業収益を成果
目標として設定します。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度
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賃金

法定福利費他

サポート費

総計 12,043 千円

1,221

721

千円

千円

千円

千円

労働者派遣事業等受託収益

補助金

国（連合会）

千円

3,546 千円

1,476

34,660 千円

2,291 千円

総計 12,043 千円

10,600

5,300

支払配分金

支払材料費等

給与・賃金・法定福利費

賃借料

需用費その他

管理費（補助事業対象外）

役員報酬・手当・法定福利費等

千円

会費 326 千円

368 千円

受取事務費 3,507 千円

給与手当て

法定福利費他

諸謝金他

3,689 千円

1,251 千円

千円

1,696 千円

285

賃貸料他

管理費

1,708 千円

985 千円

985 千円

国（連合会）

千円

千円1,443

千円

千円

5,300 千円琴浦町

千円

千円

自主財源

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 シルバー人材センター運営補助金 事業開始年度 H12

団体名 琴浦町シルバー人材センター

千円

5,300 千円 6,118 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

高齢者との雇用の安定等に関する法律（以下「高齢法」という）　第３７条～第４８条
平成１２年６月１２日付け労働省発職第１２４－２号労働事務次官通知別紙「高齢者就業機会確保事業（シルバー人材セン
ター事業）実施要領」
琴浦町シルバー人材センター運営事業費補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

補助金 10,600 千円 人件費 7,369

財務諸表URL

千円

総計 52,221 千円 52,282 千円

5,300 千円 500

団体全体の
収支状況

収入 支出

受託事業収入

琴浦町

2,760 千円

40,927 千円 事業費 51,061

需用費その他

9,088 千円

収支差 -61 千円

10 2

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

　高齢法第４４条に基づき県の指定を受け、臨時的かつ短期的な簡易な業務にかかる就業を希望する働く意欲のある高
齢退職者等に対し就業の機会を確保し組織的に提供及び職業紹介事業を行っている高齢者就業援助法人です。
　

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事

特記事項

出資比率 ％ 職員 3

34,660

千円

団体概要

うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員

受取配分金

受取材料費等

事業番号6 2019年度
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琴浦町シルバー人材センターの状況【平成３１年３月末】

１　会員年代別構成

区分 男 女 計 割合（％）

60歳未満 2 0 2 1.3

60～64歳 4 6 10 6.7

65～69歳 19 15 34 22.8

70～74歳 25 20 45 30.2

75～79歳 22 16 38 25.5

80歳以上 9 11 20 13.4

計 81 68 149 100.0

２　地区別会員数

地区 男 女 計 割合（％）

八橋 16 13 29 19.5

浦安 16 25 41 27.5

下郷 8 10 18 12.1

上郷 0 2 2 1.3

古布庄 12 6 18 12.1

赤碕 16 2 18 12.1

安田 5 2 7 4.7

成美 4 8 12 8.1

以西 4 0 4 2.7

計 4 68 149 100.0

３　会員の年令

性別 男 女 平均

平均年齢 72.2 73 72.5

最高年令 84 86

４　職群別実績

区分 事務的群 サービス群 農林漁業群 生産工程群 建設・採掘群 運輸・清掃群 その他 計

H30年度(円) 3,376,342 803,571 13,714,270 1,841,746 122,185 21,068,841 0 40,926,955

割合（％） 8.2 2.0 33.5 4.5 0.3 51.5 0.0

事務的群 ：区長配布物の仕分け

サービス群 ：役場の委任業務：選挙ポスター貼り、選挙公報配布、生活援助等

農林漁業群 ：剪定・農作業等

生産工程群 ：障子・ふすま貼り等

建設・採掘群 ：大工関係

運輸・清掃群 ：草刈・除草、施設や家の清掃、くららの配布等

その他 ：上記以外のもの（販売の手伝い等）
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琴浦町シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱 

1/1 

○琴浦町シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱 

平成24年４月１日 

内訓第８号 

改正 平成26年４月１日内訓第12号 

平成27年４月１日内訓第４号 

平成28年４月１日内訓第11号 

平成29年４月１日内訓第８号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、琴浦町シルバー人材センター運営事業補助金(以下「補助金」と

いう。)の交付について、琴浦町補助金等交付規則(平成16年琴浦町規則第48号。以下

「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(交付目的) 

第２条 補助金は、琴浦町シルバー人材センターが高齢者の就業機会の増大と福祉の増

進に資するとともに、高齢者の能力を活かした活力ある地域社会をつくることを目的

として交付する。 

(補助金の交付) 

第３条 町長は前条の目的の達成に資するため、高年齢者就業機会確保事業(シルバー

人材センター事業)実施要領(平成12年６月12日付け労働省発職第124―２号)に基づ

き琴浦町シルバー人材センターが行う高齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」と

いう。)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、予算の範囲内で補助

金を交付する。 

２ 補助金の交付は、530万円を限度とする。 

３ 補助事業は、規則第４条ただし書に規定する場合に該当するものとする。 
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令和元年度 琴浦町事業レビュー 
【２日目 10/13（日）】 

 
 
事業番号 ７ 

事 業 名 商工会補助金 

担 当 課 商工観光課 
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（ ）

0

うち税負担

うち基金 6,500 千円 6,346 千円

うち地方債 千円 千円

65 千円 65 千円

千円 千円

6,500 千円 6,500 千円

6,565 千円 6,565 千円

65 千円 65 千円

千円

千円

千円

その他特財
0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他特財の内容

6,565 千円 6,411 千円

千円 0.01 人 65 千円 0.01

財源

内訳

国県支出金
0 千円 0 千円 千円 0

町の負担額

財源合計 6,565 千円 6,411 千円 6,565 千円 6,565

国県支出金の内容

人 千円 0.01 人 65

千円
総事業費 6,565 千円 6,411 千円 6,565 千円 6,565 千円
人件費合計 0.01 人 65 千円 0.01 人

65

65

千円 65 千円 0.01 0 65 千円
臨時職員等 0.0 人 千円 0.0 人 千円 0.0 人 千円 0.0 人

0.01

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算見込） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計 6,500 千円 6,346 千円 6,500 千円 6,500 千円

事業費内訳
（2018年度分）

・経営改善普及事業          384千円
・地域総合振興事業      　3,033千円
・交付金等事業及び管理費　2,929千円

人
件
費

担当正職員

人 65

0.01 人

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

商工会会員
対象者数（町内事業者に対する割合）

67.1 ％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：琴浦町商工会　実施主体：琴浦町商工会）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

関連事業
（同一目的事業等）

・琴浦町小規模事業者経営改善資金利子補給金（３４７千円）
　小規模事業者の経営の安定を図るため、小規模事業者経営改善資金の貸付を受けている小規模事業者に対し、町が1/2の利子補給を
行うもの。

事業内容

事業内容
（手段、手法など）

【事務】
・交付申請受付（事業内容・予算額等確認）、概算払年2回（7月・10月）、実績報告（事業内
容・決算額等確認）、精算事務

【補助金対象事業】
●経営改善普及事業
　対象経費：中部商工会産業支援センターが行う小規模事業者の経営や技術の改善発達
　　　　　　を図るための事業（中部商工会産業支援センター負担金）
　補助金額：商工会が負担する額の２分の１以内の額
●地域総合振興事業
　対象経費：商工会が行う相互扶助・親睦や情報交換、福利厚生などの社会福祉活動・
　　　　　　地域課題に対する事業
　補助金額：商工会が負担する額の２分の１以内の額
●交付金等事業及び管理費
　対象経費：商工会が負担する人件費
　補助金額：商工会が負担する額の４分の１以内の額
●その他商工業の振興に資する事業
　対象経費：上記事業以外で商工業の振興に資すると町長が認めた事業
　補助金額：商工会が負担する額の２分の１以内の額又は町長が認めた額

446 事業所

事業シート（概要説明書）

予算事業名 琴浦町商工会補助金 事業開始年度 平成16年度

上位施策事業名 【総合計画】基本テーマ２　安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり 担当課 商工観光課

根拠法令等 琴浦町商工会補助金交付要綱 係名 商工係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 田熊麻紀

実施の背景

商工会は「商工会法」に基づき、経済産業大臣の許可を受けて設立された公共団体であり、町内におけ
る商工業の総合的な改善発達を図っています。また社会一般の福祉の増進に資する事業など広範囲に
わたる事業も展開しており、活力ある地域と元気な企業づくりへの支援団体として活動をしています。こう
した取組みが町の経済活性化及び町民生活向上に資するということから生まれた補助制度です。

目　的
（何をどうしたいのか）

琴浦町商工会を支援することにより琴浦町の商工業の総合的な振興を図り、琴浦町経済の発展
に寄与することを目的としています。

事業番号7 ２０１９年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 琴浦町商工会補助金 事業開始年度 平成16年度

事業番号7 ２０１９年度

　商工会会員数（70%目標） 人 446/466 443/467 443/470

％ 67.1/70.0 66.4/70.0 66.0/70.0

創業件数

39 25

2,321/1,800

件

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

○　平成３０年度　鳥取県中部　町の補助金実績及び商工業者数、会員数、組織率
・北栄町補助金      （5,980千円）、商工業者498事業者、商工会員353事業者、組織率（70.9％）
・湯梨浜町補助金   （10,106千円)、商工業者505事業者、 商工会員333事業者、組織率（65.9％）
・三朝町運営費補助金（4,881千円)、商工業者198事業者、商工会員145事業者、組織率（73.2％）
  　〃  事業費補助金（2,222千円）

特記事項

/ / /

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

【これまでの取組み】
・町の産業振興を図るため、商工会が行う小規模事業者の経営改善発達支援や、社会一般の福祉の増進、
商工業者の発展に繋がる事業の取組みに対し、支援してきました。

【今後の事業の方向性】
・商工会が実施する経営改善普及事業は、豊富な知識と経験を有する経営指導員が、小規模事業者に対し
経営、財務、税務等の指導・助言を行うものであり、行政では対応できない専門的な事業です。また、地
域総合振興事業費では、経済活動を通じて地域のまちづくりに貢献しているものであり、今後も町が継続
的に支援することにより、琴浦町の発展に寄与することが期待されます。

【課題】
・商工会員数を増やすことが必要です。（平成31年3月末現在会員数446名・加入率約67.1％）
・創業者の減少や事業者の高齢化、後継者難により廃業が増加しています。
・生産年齢人口の減少に伴い、人手不足が深刻な状況です。

/ / /

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

事業者の高齢化、廃業に伴う事業所数の減少に対応するため、事業承継に取組むとともに、新たな創業・
起業を支援します。
個々の事業者の課題に沿ったきめ細やかな分析及び計画策定を支援し、小規模事業者の経営力向上を図る
とともに、商工会会員数の組織率向上を図ります。

成果
（目標達成状況）

　商工会組織率

4/6 5/6 5/6

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

件

単位当たりコスト 総事業費 ／ 商工会員数 円 14,374 14,819 14,819

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

巡回指導件数 件 2,667/2,200 2,890/2,200 2,477/2,200

窓口指導件数 件 2,317/1,800 2,296/1,800

　金融貸付件数 件 46 24 83

　創業支援件数 58
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その他（会費、受託料、繰入金等）

総計

補助金 6,346 千円 その他（引当金、資産取得支出、繰越金等） 5,772 千円

管理費 7,125

財務諸表URL

41,744 千円

41,744 千円

団体全体の
収支状況

収入 支出

千円

25,188 千円

収支差

市町村からの財政支出金 6,346 千円

総計

0 千円

特記事項

％ 職員 7 0 0 0

0 2

8,875 千円 人件費、旅費、事務費 13,492 千円

県からの財政支出金 1,335 千円 事業費 15,355 千円

国からの財政支出金

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要

琴浦町商工会　本所：琴浦町徳万282番地４　　赤碕支所：琴浦町赤碕１１４０番地１
商工会は市町村の行政区域を基盤にした商工業者の地域団体として、自立的に設立され、会員の主体的な参加を基本と
しながら発展してきました。
琴浦町商工会は、旧東伯町と旧赤碕町の合併に伴い、旧東伯町商工会と旧赤碕町商工会が合併して誕生した商工会で
す。
目　 的 ： 琴浦町地区内における商工会の健全な発達を図り、もって商工業の振興に寄与することを目的としています。
会員数 ： 平成31年3月末現在　446名

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員 0 0 23 0

出資比率

千円

総計 6,346 千円 総計 6,346 千円

千円

千円

千円 千円

千円

補助金 6,346 千円 千円

市町村からの財政支出金 6,346 千円 中部支援センター負担金 384 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 琴浦町商工会補助金 事業開始年度 平成１６年度

団体名 琴浦町商工会

千円

県からの財政支出金 千円 地域総合振興費 3,033 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

商工会は商工会法に基づき設立された非営利の公共団体であり、町内全体における商工業の総合的な振興や、町内経
済の健全な発展と社会一般の福祉増進に寄与しているため、支援を行っています。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円 人件費 2,929

事業番号7 2019年度
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琴浦町商工会補助金交付要綱（抜粋） 

平成24年４月１日内訓第60号 

改正 平成26年４月１日内訓第５号 

平成29年３月27日内訓第24号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、琴浦町商工会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、

琴浦町補助金等交付規則(平成16年琴浦町規則第48号。以下「規則」という。)に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(交付目的) 

第２条 補助金は、琴浦町商工会(以下「商工会」という。)を支援することにより琴浦

町の商工業の総合的な振興を図り、もって琴浦町経済の発展に寄与することを目的と

する。 

(定義) 

第３条 この要綱において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定す

る町内の商工会をいう。 

(補助金の交付) 

第４条 町長は、第２条の目的の達成に資するため、商工会に予算の範囲内で補助金を

交付する。 

(対象事業) 

第５条 補助金の交付対象となる事業は、商工会が実施する次の各号のいずれかに該当

する事業とする。 

(１) 経営改善普及事業 

(２) 地域総合振興事業 

(３) 交付金等事業及び管理費 

(４) その他商工業の振興に資する事業 

(補助対象経費及び補助金額) 

第６条 補助の対象となる経費、補助金額等は、別表に定めるところによる。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の額から当該補助事業に伴う収入(本補助金を除く。)

の額を控除した額とする。 

第６条の２ （省略） 

第７条 （省略） 
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(その他) 

第８条 （省略） 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成26年４月１日内訓第５号) 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年３月27日内訓第24号) 

この内訓は、平成29年３月27日から施行する。 

別表(第６条関係) 

補助対象事業名 事業区分 補助対象経費 補助金額 

(１) 経営改善普及

事業 

中部商工会産業支援

センターが行う小規

模事業者の経営や技

術の改善発達を図る

ための事業 

負担金(中部商工会産

業支援センター会費) 

事業に要した経費の

内、商工会が負担する

額の２分の１以内の

額 

(２) 地域総合振興

事業 

商工会が行う相互扶

助・親睦や情報交換・

福利厚生などの社会

福祉活動・地域課題に

対する調査研究事業 

報償費、委託費、旅費、

消耗品費、印刷製本

費、会議費、通信運搬

費、会場等借上料、そ

の他町長が必要と認

めた経費 

事業に要した経費の

うち、商工会が負担す

る額の２分の１以内

の額 

(３) 交付金等事業

及び管理費 

商工会が負担する人

件費 

人件費、賃金 事業に要した経費の

内、商工会が負担する

額の４分の１以内の

額 

(４) その他商工業

の振興に資する事

業 

上記の事業以外で商

工業の振興に資する

と町長が認めた事業 

左記事業に要した経

費の内、町長が必要と

認めた経費 

事業に要した経費の

内、商工会が負担する

額の２分の１以内の

額又は町長が認めた

額 
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商工会の
概要と業務について

・「商工会法」に基づき設立された非営利法人
・全国に1,653ヶ所（平成30年4月現在）
約80万人の事業者が加入。
・鳥取県は18ヶ所あり、4,400事業者が加入。
琴浦町は460事業者が加入している。
・行政、金融機関、士業と連携

地域に密着した、“総合経済団体”

商工会の概要
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商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お
互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体。
国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機

関でもあり、 小規模事業者のみなさんを支援するために様々な事
業を実施。また、様々な中小企業施策も実施している。

商工会は会員で組織

○商工会の運営を支え、その事業活動の
主役となるのは、会員。

○会員は自らの事業を発展させるために、
商工会を組織し、活用する。

職員は会員のために雇用されている

鳥取県商工会連合会鳥取県商工会連合会

東部商工会産業支援センター東部商工会産業支援センター 中部商工会産業支援センター中部商工会産業支援センター 西部商工会産業支援センター西部商工会産業支援センター

全国商工会連合会全国商工会連合会

商工会機構図

鳥
取
市
東
商
工
会

三
朝
町
商
工
会

湯
梨
浜
商
工
会

北
栄
町
商
工
会

琴
浦
町
商
工
会

岩
美
町
商
工
会

鳥
取
市
西
商
工
会

八
頭
町
商
工
会

若
桜
町
商
工
会

鳥
取
市
南
商
工
会

智
頭
町
商
工
会

米
子
日
吉
津
商
工
会

大
山
町
商
工
会

南
部
町
商
工
会

伯
耆
町
商
工
会

日
南
町
商
工
会

日
野
町
商
工
会

江
府
町
商
工
会

・中部商工会産業
支援センター

（琴浦担当３名）
・琴浦町商工会
（職員７名）

33



商工会の2大業務

事業者の経営改善

経営改善普及事業
小規模事業者の経営や技術の改
善発達のために、経済産業大臣
や都道府県の定める資格を持つ
経営指導員などが、金融・税
務・経営・労務などの相談や支
援に従事します。

地域経済の発展

地域（経済）振興事業
地域の「総合経済団体」として、
また中小企業の「支援機関」と
して、経済活動を通じた元気な
地域づくりと商工業振興のため、
意見活動、まちづくり、社会一
般の福祉の増進など、様々な事
業に取り組んでいます。

行 政 と 連 携

経営改善普及事業
【相談と指導】

経営一般・税務・金融・経理・労働・経営革新
地域資源活用・農商工連携

経営支援の形は２種類 窓口支援・巡回支援

商工会の
強み

経営環境の
変化に伴う

ニーズの多様化等

受け身型指導
から

提案型支援へ

○地域、企業シーズ・ニーズ収集
○経営改善・革新・創業支援・新事業展開
○チーム経営診断、ビジネスプラン作成支援
○セミナー講習会等企画・運営等
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地域総合振興事業（Ｈ30活動実績）

販路開拓・売上促進支援 企業の魅力アップ対策支援

・展示商談会への出店支援
（食のるつぼ琴浦町食品商談会・地銀フードセ
レクション等）

・ピチパル商店街開催事業
・合同チラシ制作事業
・クリスマスセールの実施

・ケーブルテレビ活用よる事業所紹
介番組制作事業

人材確保対策支援 人材育成対策支援

・県内高校、短大進路担当者との懇
談会
・外国人技能実習生制度活用研修会
・働き方改革対応セミナー

・新入社員ビジネス、フォローアッ
プ研修

経営持続化・改善・革新支援

・消費税軽減税率セミナー、事業承継セミナー、個人事業者決算・確定申告
相談日開催、所得税中間納付・年末調整事務相談、商工貯蓄共済・福祉共済
事業等
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令和元年度 琴浦町事業レビュー 
【２日目 10/13（日）】 

 
 
事業番号 ８ 

事 業 名 観光情報発信業務 

担 当 課 商工観光課 
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（ ）

うち税負担

うち基金 千円 千円

うち地方債 千円 千円

千円 千円

千円 千円

8,021 千円 8,021 千円

千円

8,021 千円 8,021 千円

8,021 千円 8,021 千円 8,021 千円 8,021 千円

千円

国県支出金の内容

0

その他特財
0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他特財の内容

651 千円 0.1 人 651 千円 0.1

財源

内訳

国県支出金
0 千円 0 千円 千円 0

町の負担額

財源合計 8,021 千円 8,021 千円 8,021 千円 8,021

千円

0.1 人 千円 0.1 人 651

千円

総事業費 8,021 千円 8,021 千円 8,021 千円 7,551 千円

人件費合計 0.1 人 651 千円 0.1 人

651 千円 651 千円 0.1 人 651 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算見込） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計 7,370 千円 7,370 千円 7,370 千円 6,900 千円

事業費内訳
（2018年度分）

■委託料　7,370千円（観光情報発信業務委託料）

人
件
費

担当正職員

人 651

0.1 人

実施の背景
　観光振興で地域経済の活性化を目標とした琴浦町観光ビジョンを平成25年2月に策定した。町と観光
協会の役割分担・連携強化を図るため、観光情報発信業務については、観光協会に委託することとし
た。

目　的
（何をどうしたいのか）

　観光情報を観光協会が一元的に管理・蓄積し、さまざまな広報宣伝媒体の活用及び各種活動
を通して効果的に情報発信することにより、本町への観光誘客を促進する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

観光客
対象者数（全住民に対する割合）

人 0 ％

実施方法

□直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：琴浦町観光協会　【随意契約】　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

関連事業
（同一目的事業等）

事業内容
　(1)自主媒体を活用した情報発信
　 　観光協会ホームページの管理運営/「観光協会だより」等の発行
　(2)広告媒体を活用した情報発信
　　 新聞・雑誌等広告媒体への出稿
　(3)マスコミを活用した情報発信
　　 マスコミの取材招致・取材対応
　(4)観光商品を活用した情報発信
　　 着地体験型観光商品の充実（推奨モデルコースの設定）
　(5)旅行エージェントを活用した情報発信
　 　旅行エージェントに対する売込み活動
　(6) 町内施設を活用した情報発信
     道の駅「琴の浦」観光窓口等の管理運営

事業シート（概要説明書）

予算事業名 観光情報発信業務 事業開始年度 平成25年度

上位施策事業名 琴浦町総合計画　基本テーマ３①豊かな自然と文化を生かした観光振興 担当課 商工観光課

根拠法令等 係名 観光係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 谷岡

事業番号8 ２０１９年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 観光情報発信業務 事業開始年度 平成25年度

事業番号8 ２０１９年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

特記事項

/ / /

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　2011年2月町内に山陰道（自動車専用道路）が開通したことから、国道沿いの飲食店等を経営する地元
有志がストロー現象を懸念しNPO法人グルメストリートを立ち上げた。当時はＢ級グルメが注目された時
期であり、地元の魚を活用した「あご（飛魚）カツカレー」の開発や、町内飲食店を巡るスタンプラリー
など定期的なイベントにより”食”による活性化を図った。また、地元では当たり前の風景であった海岸
を、全国的にも珍しい丸石ばかりの海岸として地元住民が再注目、「鳴り石の浜」と称してブラッシュ
アップし、修学旅行の生徒や外国人も立ち寄るまでの観光地とした。
　
　道路環境の変化をきっかけとして上記のような活動が見られる中、町においても2013年2月に「食のる
つぼ琴浦」を掲げ、観光ビジョンを策定、「食」を中心とした観光振興の充実を図った。観光入込客数も
2014年（71万4千人）までは順調に増加していたものの、町内飲食店の廃業やNPO法人グルメストリートの
活動中止、新たな観光資源の掘り起こしが出来なかったことなどから、ここ数年（2018年　67万6千人）
は減少傾向となっている。
　
　近年、町内３施設（光の鏝絵、神﨑神社、塩谷定好写真記念館）のミシュラングリーンガイド選定や、
山陰道沿い道の駅の新たなインターチェンジ開通、ご当地サーモンの誕生、新たな国指定文化財の登録、
民泊施設の整備など、観光に関わる新たな展開もあり、町にある地域資源を「食」に限らず全てにおいて
今一度洗い出して体系的に整理統合し、観光戦略を練り直すことが必要となっている。

　これらの課題を解決するため、地方創生推進交付金で採択された「コトウラ観光産業化プロジェクト
（3年間）」を事業展開していく。
●観光戦略の策定（観光戦略の検討・推進）
●スマートフォンのビッグデータ（位置情報）を活用した分析ターゲットを絞った広報戦略、観光商品づ
くり
●情報戦略の構築及びＰＲ媒体の整備
（２つの道の駅の情報発信機能の強化及び活用方法の再考、施設の一部改修）
●農畜海産物等、地域資源を活用した観光商品の開発
●インバウンド対策による外国人観光客の誘客

/ / /

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　旅行エージェントへの売り込みが成功し、2018年度は、光の鏝絵・神崎神社等の町内観光地
に7,745人（220回）の団体ツアー客があった。
＊2017年度は、2,551人（82回）。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

/ / /

年間観光入込客数 万人 62.9/86.6 67.7/82.5 65.2/78.6

単位当たりコスト 委託料 ／
観光入込客数

（万人）

千円
/

万人
117千円/万人 108千円/万人 105千円/万人

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

旅行社団体ツアー 回 220/－ 82/－ 48/－

観光ガイドの会実績 回 422/－ 106/－ 151/－

/ / /

/ / /

58



委託料（観光情報発信業務）等

波止のまつり寄付金

観桜事業スポンサー料

財産区補助金・繰越金等

財務諸表URL

千円

基金積立 503 千円 総計 14,486 千円

455 千円

団体全体の
収支状況

収入 支出

会費収入

繰越金・雑収入等 705 千円 管理費

収支差 911 千円

特記事項

1,080 千円

千円

222 千円 観桜事業一式 312 千円

2,580 千円 波止のまつり事業一式 2,840

7,432 千円 観光情報発信業務一式 7,432 千円

総計 15,397 千円

出資比率 ％ 職員 3 1 1

1,150 千円 事務費（賃金等） 2,309 千円

寄付収入 2,350 千円 観光振興事業費 513 千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要

　琴浦町観光協会は、平成16年市町村合併と同時に、前身の組織 東伯町観光協会（平成9年設立）と赤碕町観光協会（昭
和49年設立）の体制や活動を踏襲し、平成17年に設立した。
　琴浦町観光協会は、琴浦町総合計画に基づき、各観光機関と親密な連携を保持し、地域振興と観光文化の進展に寄与
することを目的に、観光情報発信事業をはじめ各種観光事業を行っている。

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員 0 35 2

千円

総計 7,432 千円 総計 7,432 千円

その他 （雑収入　　　　　　　　　　） 1 千円

千円

その他 （繰越金　　　　　　　　　　） 31 千円 観光案内所管理運営等 512 千円

その他 （繰入金　団体自己資金） 30 千円 旅行エージェント対応等 150

観光情報発信業務委託料 7,370 千円 観光商品調査研究 200 千円

市町村からの財政支出金 7,370 千円 広告・マスコミ対応等 470 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名  観光情報発信業務 事業開始年度 平成25年度

団体名 　琴浦町観光協会

千円

県からの財政支出金 千円 ホームページ管理・パンフ発行等 1,000 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

　当該業務の内容は、ホームページや観光パンフでの情報発信、マスコミ・旅行エージェント等の対応、また道の駅「琴の
浦」観光案内所の運営などの観光情報発信業務である。
　これらの業務は専門性が高く、観光振興ノウハウをもった観光協会に委託することが効果的に事業実施でき、観光誘客
を促進することができる。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円 事務費（賃金等） 5,100

事業番号8 2019年度
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令和元年度 琴浦町事業レビュー 
【２日目 10/13（日）】 

 
 
事業番号 ９ 

事 業 名 白鳳祭 

担 当 課 商工観光課 
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（ ）

うち税負担

うち基金 3,500 千円 3,500 千円

うち地方債 千円 千円

3,500 千円 3,500 千円

千円 千円

6,801 千円 10,622 千円

千円

10,674 千円 11,524 千円

3,301 千円 7,122 千円 7,174 千円 8,024 千円

千円

国県支出金の内容

0

その他特財
0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他特財の内容

4,497 千円 0.856 人 4,966 千円 0.856

財源

内訳

国県支出金
0 千円 0 千円 千円 0

町の負担額

財源合計 6,801 千円 10,622 千円 10,674 千円 11,524

千円

0.7 人 千円 0.8 人 4,918

千円

総事業費 6,801 千円 10,622 千円 10,674 千円 11,524 千円

人件費合計 0.2 人 601 千円 0.784 人

553 千円 4,449 千円 0.8 人 4,918 千円

臨時職員等 0.1 人 48 千円 0.1 人 48 千円 0.1 人 48 千円 0.1 人 48

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算見込） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計 6,200 千円 6,125 千円 5,708 千円 6,558 千円

事業費内訳
（2018年度分）

○総務費　1,009千円（発電機、電気関係、テント設営、運営費など）
○広報費　95千円（チラシ作成費）
○事業費　5,021千円（花火委託費、ポロシャツ作成費、司会料、仮設トイレ設置など）

人
件
費

担当正職員

人 4,966

0.1 人

実施の背景
平成２年より、農業青年会義が主体となり、各青年団体が集まり、祭を企画し、スタートしました。
町内各組織・団体などが連携を深めることによって、文化・経済・観光の振興を図るため、琴浦町として財
政的な面をサポートしています。

目　的
（何をどうしたいのか）

町内各団体が集まった実行委員会による『白鳳祭』を開催することにより、町の活性化を図ると
ともに、地域への誇りをもつためのきっかけをつくる。祭をとおして本町の観光振興を推進する
とともに、世代・地域間を越えた交流の場を創出し、町民、町内各団体が連携を深め、文化・経
済・観光の振興を図り、にぎわいと活力に満ちた共生の町づくりに寄与する事を目的としていま
す。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

全町民
対象者数（全住民に対する割合）

17,355 人 100 ％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑補助金〔直接・間接〕（補助先：白鳳祭実行委員会　実施主体：白鳳祭実行委員会）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

関連事業
（同一目的事業等）

船上山さくら祭り

事業内容
○白鳳祭実行委員会へ補助金（4,000千円）を支出しています。
○商工観光課に事務局を置き、祭の企画、運営を行っていました。
　商工観光課にて、開催案を作成し、実行委員会において、承認をもらい、商工観光課
　職員が準備、各種手続き、発注などを行っていました。
○町内消防団、交通安全指導員においては、会場警備、交通整理を依頼していました。
○出店事業者は町内飲食店、コミュニティ団体で構成されている。
○実行委員会組織とはいえ、運営が行政主体となっている。平成30年度の実績では、
　町職員の動員は延べ114人であり、人件費換算約403万円（30年度実績）となってい
　ます。
【平成30年度】役場職員動員　※商工観光課職員を除く
　・８月２日（準備）　２７人　　　　・８月３日（準備）　１５人
　・８月５日（当日運営）　５２人　　・８月６日（片付け）　１６人

【令和元年度】役場職員動員　※商工観光課職員を除く
　・８月２日（準備）　１０人　　　　・８月４日（当日運営）　１１人

事業シート（概要説明書）

予算事業名 白鳳祭 事業開始年度 平成２年

上位施策事業名 【総合計画】ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり 担当課 商工観光課

根拠法令等 琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱 係名 観光係

事務区分 □自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 谷田明日香

事業番号9 ２０１９年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 白鳳祭 事業開始年度 平成２年

事業番号9 ２０１９年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

特記事項

/ / /

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

○白鳳祭は、旧東伯の夏祭りとしてスタートし、様々な団体や町民が実行委員
　会を組織し、主体となって開催されてきました。回を重ねる中で、実行委員もそれぞ
　れ仕事があり、実質的には事務局である琴浦町商工観光課が中心となって運営される
　祭になっていました。
○昨年までは、運営するために町職員を１００名以上動員するなど、住民主体の祭りの
　粋を超えており、町の支援がなければ開催できない状態であった。
○白鳳祭は、単なる集客を目的としたイベントではなく、町民自らが参画・活躍される
　場となる「地元の夏祭り」であると考えます。町としては、この夏祭りを通じ、町民や
　団体同士の連帯が生まれることや、達成感が得られる機会として欲しい。
○今後の白鳳祭については、実行委員会主導の運営としていき、町は補助金の支出、広
　報などの側面支援を行う。

/ / /

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

人と人の交流、賑わいの創出。
町民主体の実行委員会を組織し、町民や各団体同士のつながりを創出し、町全体の活性化を目指
す。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

実働している実行委員数 団体 12/24団体 8/26団体 8/26団体

/ / /

来場者数 人 5,000/5,000 5,000/5,000 5,000/5,000

単位当たりコスト ／ ％

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

来場者数 人 約5,000 約5,000 約5,000

出店数 店舗 34/30 30/30 30/30

/ / /

/ / /
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収支差 0 千円

特記事項

財務諸表URL

千円

総計 0 千円 千円

千円

団体全体の
収支状況

収入 支出

※当該事業における団体収入と同じ

千円

千円

千円 千円

千円

千円 千円

千円

0

出資比率 0 ％ 職員 0 0 0 0

0 0

千円 ※当該事業における団体支出と同じ 千円

千円 千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要

平成２年８月、当時の東伯町青年協議会が中心となり、ふるさと活性化の一環として「大きな祭りをおこそう！」と実行委員
会を組織、結成した。。町内に歴史的価値の高い史跡で白鳳時代に建立された国の特別史跡「斎尾廃寺跡」がにあったこ
とから、この白鳳時代の「白鳳」をとり「白鳳祭」とした。
以来、構成メンバーを代えながら、白鳳祭を運営するための団体として活動している。
※東伯町青年協議会とは　東伯青年会議所、青年団、商工会青年部、酪農青年部、JA青年部、農業青年会議所、果樹同
士会が集まった会

資本金 0 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

町支出金 0 千円 役員 0 0 0

千円

総計 6,125 千円 総計 6,125 千円

千円

千円

千円 千円

641 千円寄付金

0 千円 備品購入費 22 千円

出店料 340 千円 事業費（花火、イベントなど） 4,999 千円

雑収入

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 琴浦町白鳳祭運営費補助金 事業開始年度 Ｈ2

団体名 白鳳祭実行委員会

千円

ポロシャツ売上 1,144 千円 広報費 95 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

白鳳祭を運営するための補助金であり、白鳳祭実行委員会へ支出
根拠：琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

町補助金 4,000 千円 総務費（会場設営、音響、運営費など） 1,009

事業番号9 2019年度
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琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱 

 

○琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱 

平成24年４月１日 

内訓第15号 

改正 平成27年３月24日内訓第26号 

平成30年４月１日内訓第４号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、琴浦町白鳳祭運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付につ

いて、琴浦町補助金等交付規則(平成16年琴浦町規則第48号。以下「規則」という。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(交付目的) 

第２条 この補助金は、住民参加による白鳳祭の運営支援を行い、まちの活性化を図る

とともに、本町の観光振興を推進することを目的として交付する。 

(補助金の交付) 

第３条 町長は前条の目的の達成に資するため、白鳳祭実行委員会(以下「補助対象者」

という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助金の交付は、4,500,000円を限度とする。 

(補助対象経費) 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が行う事業にかかる、次に掲げる

経費とする。 

(１) 白鳳祭のイベント企画に要する経費 

(２) 白鳳祭の広報活動に要する経費 

(３) 白鳳祭の設備運営に要する経費 

(４) その他町長が認めるもの 

(補助金の額) 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額から当該補助事業に伴う収入(本補助金を除

く。)の額を控除した額とする。 

 

74



75



76



77



78



79




